
JP 2014-108771 A 2014.6.12

10

(57)【要約】
【課題】自動走行の作動の信頼性を向上させ、自動走行
を円滑に作動させる。
【解決手段】車両制御装置１０は、車両専用道路に対す
る自車両の進入および退出の有無を判定する走行判定部
２５と、走行判定部２５による判定結果に基づいて、自
車両の自動走行に係るモードを設定するモード設定部２
７と、を備える。モード設定部２７は、自車両の自動走
行を作動させる自動走行起動モードと、自車両の自動走
行を作動可能にする自動走行待機モードと、自車両の自
動走行を非作動にする自動走行停止モードと、を設定す
る。モード設定部２７は、自車両が車両専用道路に進入
したと判定された場合に自動走行待機モードを設定し、
自車両が車両専用道路から退出したと判定された場合に
自動走行停止モードを設定する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両専用道路に対する車両の進入および退出の有無を判定する走行判定手段と、
　前記走行判定手段による判定結果に基づいて、前記車両の自動走行に係るモードを設定
するモード設定手段と、
を備え、
　前記モード設定手段は、
　前記車両の自動走行を作動させる自動走行起動モードと、
　前記車両の自動走行を作動可能にする自動走行待機モードと、
　前記車両の自動走行を非作動にする自動走行停止モードと、
を設定することを特徴とする車両制御装置。
【請求項２】
　前記モード設定手段は、
　前記走行判定手段によって前記車両が前記車両専用道路に進入したと判定された場合に
前記自動走行待機モードを設定し、
　前記走行判定手段によって前記車両が前記車両専用道路から退出したと判定された場合
に前記自動走行停止モードを設定する、
ことを特徴とする請求項１に記載の車両制御装置。
【請求項３】
　道路情報を取得する道路情報取得手段と、
　前記車両の現在位置を取得する現在位置取得手段と、
　前記道路情報取得手段によって取得された前記道路情報および前記現在位置取得手段に
よって取得された前記現在位置に基づいて、前記車両の走行路が前記車両専用道路である
か否かを判定する走行路判定手段と、
を備え、
　前記モード設定手段は、前記走行判定手段によって前記車両が前記車両専用道路に進入
したと判定された場合であっても、前記走行路判定手段によって前記車両の走行路が前記
車両専用道路ではないと判定された場合には、前記自動走行待機モードを設定することを
禁止する、
ことを特徴とする請求項２に記載の車両制御装置。
【請求項４】
　前記自動走行起動モードの設定に要する起動要件が満たされたか否かを判定する起動要
件判定手段を備え、
　前記モード設定手段は、前記自動走行待機モードを設定した場合に、前記起動要件判定
手段によって前記起動要件が満たされたと判定された場合に、前記自動走行起動モードの
設定を許可する、
ことを特徴とする請求項１から請求項３の何れか１つに記載の車両制御装置。
【請求項５】
　前記モード設定手段によって前記自動走行待機モードが設定された場合に、前記起動要
件判定手段によって前記起動要件が満たされたと判定された場合に、前記車両の運転者に
自動走行可能であることを報知する報知手段を備える、
ことを特徴とする請求項４に記載の車両制御装置。
【請求項６】
　前記モード設定手段によって前記自動走行起動モードが設定された場合に、前記車両の
運転者に前記自動走行起動モードであることを報知するモード報知手段を備え、
　前記モード設定手段は、前記報知手段によって前記車両の運転者に自動走行可能である
ことが報知された場合に、自動的に、または、前記運転者からの入力に応じて、前記自動
走行起動モードを設定する、
ことを特徴とする請求項５に記載の車両制御装置。
【請求項７】
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　前記モード報知手段は、前記モード設定手段によって前記自動走行起動モードの設定が
解除された場合に、前記車両の運転者に前記自動走行起動モードが解除されたことを報知
し、
　前記モード設定手段は、前記自動走行起動モードを設定した場合に、解除要件に応じて
自動的に、または、前記運転者からの入力に応じて、前記自動走行起動モードの設定を解
除し、前記自動走行待機モードを設定する、
ことを特徴とする請求項６に記載の車両制御装置。
【請求項８】
　前記走行判定手段は、前記車両が前記車両専用道路に係る物体を通過したときに、前記
車両専用道路に対する前記車両の進入および退出の有無を判定する、
ことを特徴とする請求項１から請求項７の何れかひとつに記載の車両制御装置。
【請求項９】
　前記物体としてのトールゲートと通信可能な車載通信機を備え、
　前記走行判定手段は、
　前記車載通信機が前記トールゲートと通信を行なったときに前記車両専用道路に対する
前記車両の進入および退出の有無を判定する、
ことを特徴とする請求項８に記載の車両制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、車両制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車載カメラによって道路標識を撮影し、撮影画像中に自動走行開始可能時点を知
らせる情報が含まれている場合に運転者に自動運転が可能であることを報知し、運転者か
ら自動運転指令が入力された場合に自動運転を開始するシステムが知られている（例えば
、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第３８２６３８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上記従来技術に係るシステムによれば、撮影画像の認識結果に基づいて車両
が高速道路に進入したと判定されただけの場合に、運転者から自動運転指令が入力された
だけで自動運転が開始されてしまうことから、システムの信頼性を向上させることが望ま
れている。
　さらに、運転者から入力される自動運転指令の有無に応じて自動運転の実行と停止とが
切り替えられるだけであるから、自動運転の停止状態から実行状態に遷移する際に、自動
運転の実行に関連する各種ユニットの起動時間などに起因して、長い待ち時間が発生する
虞がある。
【０００５】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、自動走行の作動の信頼性を向上させ、自動
走行を円滑に作動させることが可能な車両制御装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決して係る目的を達成するために、本発明の第１の発明に係る車両制御装
置は、車両専用道路に対する車両の進入および退出の有無を判定する走行判定手段（例え
ば、実施の形態での走行判定部２５）と、前記走行判定手段による判定結果に基づいて、
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前記車両の自動走行に係るモードを設定するモード設定手段（例えば、実施の形態でのモ
ード設定部２７）と、を備え、前記モード設定手段は、前記車両の自動走行を作動させる
自動走行起動モードと、前記車両の自動走行を作動可能にする自動走行待機モードと、前
記車両の自動走行を非作動にする自動走行停止モードと、を設定する。
【０００７】
　さらに、本発明の第２の発明に係る車両制御装置では、前記モード設定手段は、前記走
行判定手段によって前記車両が前記車両専用道路に進入したと判定された場合に前記自動
走行待機モードを設定し、前記走行判定手段によって前記車両が前記車両専用道路から退
出したと判定された場合に前記自動走行停止モードを設定する。
【０００８】
　さらに、本発明の第３の発明に係る車両制御装置は、道路情報を取得する道路情報取得
手段（例えば、実施の形態での道路情報取得部２３）と、前記車両の現在位置を取得する
現在位置取得手段（例えば、実施の形態での現在位置検出部２２）と、前記道路情報取得
手段によって取得された前記道路情報および前記現在位置取得手段によって取得された前
記現在位置に基づいて、前記車両の走行路が前記車両専用道路であるか否かを判定する走
行路判定手段（例えば、実施の形態での走行路判定部２６）と、を備え、前記モード設定
手段は、前記走行判定手段によって前記車両が前記車両専用道路に進入したと判定された
場合であっても、前記走行路判定手段によって前記車両の走行路が前記車両専用道路では
ないと判定された場合には、前記自動走行待機モードを設定することを禁止する。
【０００９】
　さらに、本発明の第４の発明に係る車両制御装置は、前記自動走行起動モードの設定に
要する起動要件が満たされたか否かを判定する起動要件判定手段（例えば、実施の形態で
のモード設定部２７が兼ねる）を備え、前記モード設定手段は、前記自動走行待機モード
を設定した場合に、前記起動要件判定手段によって前記起動要件が満たされたと判定され
た場合に、前記自動走行起動モードの設定を許可する。
【００１０】
　さらに、本発明の第５の発明に係る車両制御装置は、前記モード設定手段によって前記
自動走行待機モードが設定された場合に、前記起動要件判定手段によって前記起動要件が
満たされたと判定された場合に、前記車両の運転者に自動走行可能であることを報知する
報知手段（例えば、実施の形態での車両制御部２８および報知装置１９）を備える。
【００１１】
　さらに、本発明の第６の発明に係る車両制御装置は、前記モード設定手段によって前記
自動走行起動モードが設定された場合に、前記車両の運転者に前記自動走行起動モードで
あることを報知するモード報知手段（例えば、実施の形態での車両制御部２８および報知
装置１９が兼ねる）を備え、前記モード設定手段は、前記報知手段によって前記車両の運
転者に自動走行可能であることが報知された場合に、自動的に、または、前記運転者から
の入力に応じて、前記自動走行起動モードを設定する。
【００１２】
　さらに、本発明の第７の発明に係る車両制御装置では、前記モード報知手段は、前記モ
ード設定手段によって前記自動走行起動モードの設定が解除された場合に、前記車両の運
転者に前記自動走行起動モードが解除されたことを報知し、前記モード設定手段は、前記
自動走行起動モードを設定した場合に、解除要件に応じて自動的に、または、前記運転者
からの入力に応じて、前記自動走行起動モードの設定を解除し、前記自動走行待機モード
を設定する。
【００１３】
　さらに、本発明の第８の発明に係る車両制御装置では、前記走行判定手段は、前記車両
が前記車両専用道路に係る物体を通過したときに、前記車両専用道路に対する前記車両の
進入および退出の有無を判定する。
【００１４】
　さらに、本発明の第９の発明に係る車両制御装置は、前記物体としてのトールゲートと
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通信可能な車載通信機（例えば、実施の形態での料金収受車載機１３）を備え、前記走行
判定手段は、前記車載通信機が前記トールゲートと通信を行なったときに前記車両専用道
路に対する前記車両の進入および退出の有無を判定する。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の第１の発明に係る車両制御装置によれば、自動走行起動モードと自動走行停止
モードとに加えて、例えば、自動走行の実行に関連する各種ユニットへの通電を開始して
、各種ユニットを待機状態とする、などによって、自動走行を作動可能にする自動走行待
機モードを設ける。
　これにより、自動走行停止モードから自動走行起動モードへと遷移する際に自動走行待
機モードが経由され、自動走行の作動の信頼性を向上させることができる。
　さらに、自動走行の作動開始時に、例えば自動走行停止モードから自動走行起動モード
へと遷移する場合に比べて、自動走行待機モードから自動走行起動モードへと遷移するこ
とによって、自動走行を円滑かつ迅速に作動させることができる。
【００１６】
　本発明の第２の発明に係る車両制御装置によれば、車両が車両専用道路に存在する期間
だけ自動走行待機モードが設定されることによって、自動走行の実行に関連する各種ユニ
ットに対する通電期間を最小にすることができ、電力消費が嵩むことを防止することがで
きる。
　さらに、車両専用道路以外において、自動走行待機モードからの遷移によって自動走行
起動モードが設定されてしまうことを防止することができ、自動走行の作動の信頼性を向
上させることができる。
　さらに、車両専用道路において、自動走行を円滑かつ迅速に作動させることができる。
【００１７】
　本発明の第３の発明に係る車両制御装置によれば、走行判定手段の誤判定が生じた場合
であっても、車両専用道路以外において、自動走行待機モードからの遷移によって自動走
行起動モードが設定されてしまうことを防止することができ、自動走行の作動の信頼性を
向上させることができる。
【００１８】
　本発明の第４の発明に係る車両制御装置によれば、起動要件が満たされたと判定される
までは、自動走行起動モードの設定は許可されないことから、自動走行の作動の信頼性を
向上させることができる。
【００１９】
　本発明の第５の発明に係る車両制御装置によれば、起動要件が満たされたと判定される
までは、車両の運転者に自動走行可能であることは報知されないことから、運転者によっ
て不適切なタイミングで自動走行の作動が指示されることを防止することができる。
【００２０】
　本発明の第６の発明に係る車両制御装置によれば、車両の運転者に自動走行可能である
ことが報知された場合に、自動的に、または、運転者からの入力に応じて、自動走行起動
モードが設定される。さらに、自動走行起動モードであることが運転者に報知される。こ
れらによって、自動走行の作動の信頼性を向上させることができる。
【００２１】
　本発明の第７の発明に係る車両制御装置によれば、解除要件に応じて自動的に、または
、運転者からの入力に応じて、自動走行起動モードの設定が解除され、自動走行待機モー
ドが設定されることから、自動走行の作動の信頼性を向上させることができる。
　さらに、自動走行起動モードの設定が解除されたことが車両の運転者に報知されること
から、車両の自動走行に係るモードを運転者に適切に認識させることができ、運転者によ
って不適切なタイミングで自動走行の作動が指示されることを防止することができる。
【００２２】
　本発明の第８または第９の発明に係る車両制御装置によれば、走行判定手段の判定精度
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を向上させることができ、判定タイミングを適切なタイミングとすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の実施の形態に係る車両制御装置の構成図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る車両制御装置の動作を示すフローチャートである。
【図３】本発明の実施の形態の変形例に係る車両制御装置の動作を示すフローチャートで
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明の一実施形態に係る車両制御装置について添付図面を参照しながら説明す
る。
　本実施の形態による車両制御装置１０は、図１に示すように、外界センサ１１と、車両
状態センサ１２と、料金収受車載機１３と、入力デバイス１４と、処理装置１５と、スロ
ットルアクチュエータ１６と、ブレーキアクチュエータ１７と、ステアリングアクチュエ
ータ１８と、報知装置１９と、を備えて構成されている。
【００２５】
　外界センサ１１は、例えば撮像装置を備えている。
　撮像装置は、自車両の外界に設定された撮像領域をカメラにより撮像し、撮像によって
得られた画像に画像処理を行なって画像データを生成し、画像データを処理装置１５に出
力する。
【００２６】
　車両状態センサ１２は、自車両の各種の車両情報の検知結果の信号を出力する。
　車両状態センサ１２は、例えば、自車両の駆動輪の回転速度（車輪速）を検出する車輪
速センサと、車体に作用する加速度を検知する加速度センサと、車体の姿勢や進行方向を
検知するジャイロセンサと、車体のヨーレート（車両重心の上下方向軸回りの回転角速度
）を検知するヨーレートセンサと、運転者の運転操作に係る状態量（例えば、アクセルペ
ダルの踏み込み操作量、ブレーキペダルの踏み込み操作量、ステアリングホイールの舵角
、転舵輪の転舵角、シフトポジションなど）を検出する各センサと、などを備えている。
【００２７】
　料金収受車載機１３は、有料の車両専用道路の入口および出口に設置されたトールゲー
トと無線通信を行なうとともに、通行料金の精算に用いられる認証カードの装着有無を検
出し、認証カードが装着されている場合に自動的な料金精算を許可する。
　料金収受車載機１３は、例えば、入口のトールゲートにおいて認証カードの装着有無の
情報を送信するとともに入口情報を受信し、出口のトールゲートにおいて入口情報を送信
するとともに走行距離に応じた料金情報を受信する。
　料金収受車載機１３は、トールゲートとの通信結果を処理装置１５に出力する。
【００２８】
　入力デバイス１４は、例えば、スイッチ、タッチパネル、キーボードおよび音声入力装
置などを備え、運転者による各種の入力操作に応じた信号を処理装置１５に出力する。
【００２９】
　処理装置１５は、例えば、物体認識部２１と、現在位置検出部２２と、道路情報取得部
２３と、地図データ記憶部２４と、走行判定部２５と、走行路判定部２６と、モード設定
部２７と、車両制御部２８と、を備えている。
【００３０】
　物体認識部２１は、撮像装置から出力される画像データに基づき、自車両の外界に存在
する物体、特に、車両専用道路に係る物体（例えば、トールゲート、道路標識、区画線、
道路標示など）あるいは車両専用道路以外の道路に係る物体などを認識する。
【００３１】
　現在位置検出部２２は、人工衛星を利用して自車両の位置を測定するためのＧＰＳ（Gl
obal Positioning System）信号などの測位信号を、アンテナ２２ａを介して受信して、
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この測位信号に基づいて自車両の現在位置を検出する。また、現在位置検出部２２は、さ
らに、自車両の速度およびヨーレートなどに基づく自律航法の演算処理を併用して、自車
両の現在位置を検出可能である。
【００３２】
　道路情報取得部２３は、地図データ記憶部２４に記憶されている地図データあるいは車
両の外部のサーバ装置などから随時受信する地図データなどを参照して、自車両の走行路
の情報（走行路の種別など）を取得可能である。
　また、道路情報取得部２３は、例えば、ＦＭ多重放送や、路上などに配置されたビーコ
ン装置から発信される光信号または電波信号や、他車両または基地局などから送信される
無線通信信号などを、アンテナ２３ａを介して受信して、自車両の走行路の情報（走行路
の種別、道路交通情報など）を取得可能である。
【００３３】
　地図データ記憶部２４は、予め外部から取得した地図データを定常的に記憶、あるいは
車両の外部のサーバ装置などから随時取得する地図データを定常的あるいは一時的に記憶
する。
　なお、地図データ記憶部２４は、予め処理装置１５に内蔵あるいは処理装置１５に着脱
可能に接続されたメモリなどの記憶媒体やハードディスクなどの記憶装置、あるいは処理
装置１５との間で有線または無線により通信接続可能な機器（携帯端末など）に備えられ
た記憶媒体や記憶装置など、であってもよい。
【００３４】
　走行判定部２５は、料金収受車載機１３から出力されるトールゲートとの通信結果の信
号と、物体認識部２１から出力される車両専用道路に係る物体あるいは車両専用道路以外
の道路に係る物体の認識結果の信号と、などに基づいて、車両専用道路に対する自車両の
進入および退出の有無を判定する。
【００３５】
　走行判定部２５は、自車両が車両専用道路に係る物体を通過したときに、車両専用道路
に対する自車両の進入および退出の有無を判定する。
　走行判定部２５は、料金収受車載機１３がトールゲートと通信を行なったときに車両専
用道路に対する自車両の進入および退出の有無を判定する。
　走行判定部２５は、物体認識部２１が車両専用道路に係る物体あるいは車両専用道路以
外の道路に係る物体を認識したときに車両専用道路に対する自車両の進入および退出の有
無を判定する。
【００３６】
　走行路判定部２６は、道路情報取得部２３によって取得された自車両の走行路の情報と
、現在位置検出部２２によって検出された自車両の現在位置と、に基づいて、自車両の走
行路が車両専用道路であるか否かを判定する。
【００３７】
　モード設定部２７は、走行判定部２５による判定結果と、走行路判定部２６による判定
結果と、に基づいて、自車両の自動走行に係るモードを設定する。
　モード設定部２７は、自車両の自動走行を作動させる自動走行起動モードと、自車両の
自動走行を作動可能にする自動走行待機モードと、自車両の自動走行を非作動にする自動
走行停止モードと、を設定する。
【００３８】
　モード設定部２７は、走行判定部２５によって自車両が車両専用道路に進入したと判定
された場合に自動走行待機モードを設定し、走行判定部２５によって自車両が車両専用道
路から退出したと判定された場合に自動走行停止モードを設定する。
　モード設定部２７は、走行判定部２５によって自車両が車両専用道路に進入したと判定
された場合であっても、走行路判定部２６によって自車両の走行路が車両専用道路ではな
いと判定された場合には、自動走行待機モードを設定する。
【００３９】
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　モード設定部２７は、自動走行起動モードの設定に要する起動要件が満たされたか否か
を判定可能であって、自動走行待機モードを設定した場合に、起動要件が満たされたと判
定された場合に、自動走行起動モードの設定を許可する。
【００４０】
　モード設定部２７は、報知装置１９によって自車両の運転者に自動走行可能であること
が報知された場合に、自動的に、または、入力デバイス１４を介した運転者からの入力に
応じて、自動走行起動モードを設定する。
【００４１】
　モード設定部２７は、自動走行起動モードの解除に要する解除要件が満たされたか否か
を判定可能であって、自動走行起動モードを設定した場合に、解除要件が満たされたと判
定された場合（あるいは、起動要件が不成立と判定された場合）に、自動的に、または、
入力デバイス１４を介した運転者からの入力に応じて、自動走行起動モードの設定を解除
し、自動走行待機モードを設定する。
【００４２】
　なお、各起動要件および解除要件は、例えば、物体認識部２１によって認識あるいは道
路情報取得部２３によって取得される自車両の周囲の環境や、車両状態センサ１２によっ
て検出される自車両の走行状態や、現在位置検出部２２によって検出された現在位置など
に基づいて、予め設定されている。
　各起動要件および解除要件は、自車両の各種の自動走行（例えば、自動的な追従走行、
自動的な車線維持走行、自動的な車線変更など）のそれぞれに対して設定されてもよいし
、各種の自動走行に統合的に共通に設定されてもよい。
【００４３】
　起動要件は、例えば、自車両の走行車線を認識していること、自車両の位置、姿勢を認
識していること、自車両の周辺の物体との相対関係（相対位置、相対速度など）を認識し
ていること、などのそれぞれ、あるいは適宜の組み合わせなどに基づいて設定されている
。
【００４４】
　車両制御部２８は、モード設定部２７によって設定された自車両の自動走行に係るモー
ドに応じて、自車両の走行状態を制御する制御信号を出力する。この制御信号は、例えば
、スロットルアクチュエータ１６により走行駆動源の駆動力を制御する制御信号、ブレー
キアクチュエータ１７により減速を制御する制御信号およびステアリングアクチュエータ
１８により転舵を制御する制御信号、などである。
　また、車両制御部２８は、自車両の乗員に各種の情報を報知する場合に、報知装置１９
を制御する制御信号を出力する。
【００４５】
　なお、報知装置１９は、例えば、触覚的伝達装置と、視覚的伝達装置と、聴覚的伝達装
置とを備えて構成されている。
【００４６】
　触覚的伝達装置は、シートベルト装置や操舵制御装置などであって、車両制御部２８か
ら出力される制御信号に応じて、例えばシートベルトに所定の張力を発生させて自車両の
乗員が触覚的に知覚可能な締め付け力を作用させたり、例えばステアリングホイールに自
車両の運転者が触覚的に知覚可能な振動（ステアリング振動）を発生させる。
　視覚的伝達装置は、表示装置などであって、車両制御部２８から出力される制御信号に
応じて、例えば表示装置に所定の情報を表示したり、所定の灯体を点滅させる。
　聴覚的伝達装置は、スピーカなどであって、車両制御部２８から出力される制御信号に
応じて所定の音や音声などを出力する。
【００４７】
　車両制御部２８は、モード設定部２７によって自動走行起動モードが設定された場合に
、自車両の運転者に自動走行起動モードであることを報知することを指示する制御信号を
出力する。
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　車両制御部２８は、モード設定部２７によって自動走行起動モードの設定が解除された
場合に、自車両の運転者に自動走行起動モードが解除されたことを報知することを指示す
る制御信号を出力する。
【００４８】
　本実施の形態による車両制御装置１０は上記構成を備えており、次に、この車両制御装
置１０の動作について説明する。
【００４９】
　先ず、図２に示すステップＳ０１においては、料金収受車載機１３によって認証カード
の存在が検出されているか否かを判定する。
　この判定結果が「ＮＯ」の場合には、後述するステップＳ１１に進む。
　一方、この判定結果が「ＹＥＳ」の場合には、ステップＳ０２に進む。
【００５０】
　そして、ステップＳ０２においては、自車両が車両専用道路の入口のトールゲートを通
過したか否かを判定する。
　この判定結果が「ＮＯ」の場合には、後述するステップＳ１１に進む。
　一方、この判定結果が「ＹＥＳ」の場合には、ステップＳ０３に進む。
【００５１】
　そして、ステップＳ０３においては、自動走行待機モードを設定する。
　次に、ステップＳ０４においては、通常運転、つまり運転者の運転操作に応じた運転を
実行する。
　次に、ステップＳ０５においては、自動走行起動モードの設定に要する起動要件が成立
したか否かを判定する。
　この判定結果が「ＹＥＳ」の場合には、報知装置１９によって自車両の運転者に自動走
行可能であることを報知し、ステップＳ０６に進む。
　一方、この判定結果が「ＮＯ」の場合には、ステップＳ０４に戻る。
【００５２】
　そして、ステップＳ０６においては、入力デバイス１４を介した運転者からの入力によ
って自動走行の起動が指示されたか否かを判定する。
　この判定結果が「ＹＥＳ」の場合には、ステップＳ０７に進む。
　一方、この判定結果が「ＮＯ」の場合には、ステップＳ０４に戻る。
　そして、ステップＳ０７においては、自動走行待機モードから切り替えて自動走行起動
モードを設定し、報知装置１９によって自車両の運転者に自動走行起動モードであること
を報知する。
【００５３】
　次に、ステップＳ０８においては、自動走行起動モードの設定に要する起動要件が成立
したか否かを判定する。
　この判定結果が「ＹＥＳ」の場合には、ステップＳ０９に進む。
　一方、この判定結果が「ＮＯ」の場合には、自動走行起動モードから切り替えて自動走
行待機モードを設定し、報知装置１９によって自車両の運転者に自動走行起動モードが解
除されたことを報知し、ステップＳ０４に戻る。
【００５４】
　そして、ステップＳ０９においては、入力デバイス１４を介した運転者からの入力によ
って自動走行の解除が指示されたか否かを判定する。
　この判定結果が「ＹＥＳ」の場合には、自動走行起動モードから切り替えて自動走行待
機モードを設定し、報知装置１９によって自車両の運転者に自動走行起動モードが解除さ
れたことを報知し、ステップＳ０４に戻る。
　一方、この判定結果が「ＮＯ」の場合には、ステップＳ１０に進む。
【００５５】
　そして、ステップＳ１０においては、自車両が車両専用道路の出口のトールゲートを通
過したか否かを判定する。
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　この判定結果が「ＮＯ」の場合には、ステップＳ０７に戻る。
　一方、この判定結果が「ＹＥＳ」の場合には、ステップＳ１１に進む。
　そして、ステップＳ１１においては、自動走行起動モードから切り替えて自動走行停止
モードを設定し、報知装置１９によって自車両の運転者に自動走行起動モードが解除され
たことを報知し、通常運転、つまり運転者の運転操作に応じた運転を実行し、エンドに進
む。
【００５６】
　上述したステップＳ０１からステップＳ１１の処理においては、ステップＳ０３からス
テップＳ１０において自動走行待機モードの継続状態、つまり自車両の自動走行の実行に
関連する各種ユニット（例えば、各アクチュエータ１６－１８など）への通電を維持して
、各種ユニットを待機状態とする、などによって、自動走行を作動可能にする状態となる
。
　そして、この自動走行待機モードの継続状態において、所定条件に応じて通常運転と自
動走行起動モードとが切り替えられる。
【００５７】
　上述したように、本実施の形態による車両制御装置１０によれば、自動走行起動モード
と自動走行停止モードとに加えて、自動走行待機モードを設けることにより、自動走行停
止モードから自動走行起動モードへと遷移する際に自動走行待機モードが経由され、自動
走行の作動の信頼性を向上させることができる。
　さらに、自動走行の作動開始時に、例えば自動走行停止モードから自動走行起動モード
へと遷移する場合に比べて、自動走行待機モードから自動走行起動モードへと遷移するこ
とによって、自動走行を円滑かつ迅速に作動させることができる。
【００５８】
　さらに、自車両が車両専用道路に存在する期間だけ自動走行待機モードが設定されるこ
とによって、自動走行の実行に関連する各種ユニットに対する通電期間を最小にすること
ができ、電力消費が嵩むことを防止することができる。
　さらに、車両専用道路以外において、自動走行待機モードからの遷移によって自動走行
起動モードが設定されてしまうことを防止することができ、自動走行の作動の信頼性を向
上させることができる。
【００５９】
　さらに、料金収受車載機１３の誤作動などが生じた場合であっても、車両専用道路以外
において、自動走行待機モードからの遷移によって自動走行起動モードが設定されてしま
うことを防止することができ、自動走行の作動の信頼性を向上させることができる。
【００６０】
　さらに、起動要件が満たされたと判定されるまでは、自動走行起動モードの設定は許可
されないことから、自動走行の作動の信頼性を向上させることができる。
　さらに、起動要件が満たされたと判定されるまでは、自車両の運転者に自動走行可能で
あることは報知されないことから、運転者によって不適切なタイミングで自動走行の作動
が指示されることを防止することができる。
【００６１】
　さらに、自車両の運転者に自動走行可能であることが報知された場合に、自動的に、ま
たは、運転者からの入力に応じて、自動走行起動モードが設定され、自動走行起動モード
であることが運転者に報知される。これらによって、自動走行の作動の信頼性を向上させ
ることができ、自車両の制御状態を運転者に的確に認識させることができる。
【００６２】
　さらに、解除要件の成立（あるいは、起動要件の不成立）に応じて自動的に、または、
運転者からの入力に応じて、自動走行起動モードの設定が解除され、自動走行待機モード
が設定されることから、自動走行の作動の信頼性を向上させることができる。
　さらに、自動走行起動モードの設定が解除されたことが自車両の運転者に報知されるこ
とから、自車両の制御状態を運転者に適切に認識させることができ、運転者によって不適
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切なタイミングで自動走行の作動が指示されることを防止することができる。
【００６３】
　さらに、料金収受車載機１３から出力されるトールゲートとの通信結果に基づいて、自
車両が車両専用道路に存在するか否かの判定精度を向上させることができ、判定タイミン
グを適切なタイミングとすることができる。
【００６４】
　なお、上述した実施の形態においては、解除要件の成立（あるいは、起動要件の不成立
）に応じて自動走行起動モードから切り替えて自動走行待機モードを設定された場合に、
自動走行起動モードへの復帰を、入力デバイス１４を介した運転者からの入力に応じて実
行するとした。しかしながら、これに限定されず、図３に示す上述した実施の形態の変形
例のように、自動走行起動モードへの復帰を、自動的に実行してもよい。
【００６５】
　先ず、図３に示すステップＳ２１においては、料金収受車載機１３によって認証カード
の存在が検出されているか否かを判定する。
　この判定結果が「ＮＯ」の場合には、後述するステップＳ３１に進む。
　一方、この判定結果が「ＹＥＳ」の場合には、ステップＳ２２に進む。
【００６６】
　そして、ステップＳ２２においては、自車両が車両専用道路の入口のトールゲートを通
過したか否かを判定する。
　この判定結果が「ＮＯ」の場合には、後述するステップＳ３１に進む。
　一方、この判定結果が「ＹＥＳ」の場合には、ステップＳ２３に進む。
【００６７】
　そして、ステップＳ２３においては、自動走行待機モードを設定する。
　次に、ステップＳ２４においては、通常運転、つまり運転者の運転操作に応じた運転を
実行する。
　次に、ステップＳ２５においては、自動走行起動モードの設定に要する起動要件が成立
したか否かを判定する。
　この判定結果が「ＹＥＳ」の場合には、報知装置１９によって自車両の運転者に自動走
行可能であることを報知し、ステップＳ２６に進む。
　一方、この判定結果が「ＮＯ」の場合には、ステップＳ２４に戻る。
【００６８】
　そして、ステップＳ２６においては、入力デバイス１４を介した運転者からの入力によ
って自動走行の起動が指示されたか否かを判定する。
　この判定結果が「ＹＥＳ」の場合には、ステップＳ２７に進む。
　一方、この判定結果が「ＮＯ」の場合には、ステップＳ２４に戻る。
　そして、ステップＳ２７においては、自動走行待機モードから切り替えて自動走行起動
モードを設定し、報知装置１９によって自車両の運転者に自動走行起動モードであること
を報知する。
【００６９】
　次に、ステップＳ２８においては、自動走行起動モードの設定に要する起動要件が成立
したか否かを判定する。
　この判定結果が「ＹＥＳ」の場合には、ステップＳ２９に進む。
　一方、この判定結果が「ＮＯ」の場合には、自動走行起動モードから切り替えて自動走
行待機モードを設定し、報知装置１９によって自車両の運転者に自動走行起動モードが解
除されたことを報知し、後述するステップＳ３２に進む。
【００７０】
　そして、ステップＳ２９においては、入力デバイス１４を介した運転者からの入力によ
って自動走行の解除が指示されたか否かを判定する。
　この判定結果が「ＹＥＳ」の場合には、自動走行起動モードから切り替えて自動走行待
機モードを設定し、報知装置１９によって自車両の運転者に自動走行起動モードが解除さ
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れたことを報知し、後述するステップＳ３２に進む。
　一方、この判定結果が「ＮＯ」の場合には、ステップＳ３０に進む。
【００７１】
　そして、ステップＳ３０においては、自車両が車両専用道路の出口のトールゲートを通
過したか否かを判定する。
　この判定結果が「ＮＯ」の場合には、ステップＳ２７に戻る。
　一方、この判定結果が「ＹＥＳ」の場合には、ステップＳ３１に進む。
　そして、ステップＳ３１においては、自動走行起動モードから切り替えて自動走行停止
モードを設定し、報知装置１９によって自車両の運転者に自動走行起動モードが解除され
たことを報知し、通常運転、つまり運転者の運転操作に応じた運転を実行し、エンドに進
む。
【００７２】
　また、ステップＳ３２においては、通常運転、つまり運転者の運転操作に応じた運転を
実行する。
　次に、ステップＳ３３においては、自動走行起動モードの設定に要する起動要件が成立
したか否かを判定する。
　この判定結果が「ＮＯ」の場合には、ステップＳ３２に戻る。
　一方、この判定結果が「ＹＥＳ」の場合には、報知装置１９によって自車両の運転者に
自動走行可能であることを報知し、ステップＳ２７に戻る。これによって、ステップＳ２
７において、自動的に自動走行待機モードから切り替えて自動走行起動モードが設定され
る。
【００７３】
　なお、上述したステップＳ２１からステップＳ３３の処理においては、ステップＳ２３
からステップＳ３０において自動走行待機モードの継続状態、つまり自車両の自動走行の
実行に関連する各種ユニット（例えば、各アクチュエータ１６－１８など）への通電を維
持して、各種ユニットを待機状態とする、などによって、自動走行を作動可能にする状態
となる。
　そして、この自動走行待機モードの継続状態において、所定条件に応じて通常運転と自
動走行起動モードとが切り替えられる。
【００７４】
　この変形例によれば、運転者からの入力を必要とせずに、自動走行起動モードへの復帰
を自動的に実行することができ、利便性を向上させることができる。
【００７５】
　なお、上述した実施の形態および変形例においては、ステップＳ０６またはステップＳ
２６において、入力デバイス１４を介した運転者からの入力によって自動走行の起動が指
示されたか否かを判定するとしたが、これに限定されず、運転者からの入力を必要とせず
に自動的に自動走行待機モードから切り替えて自動走行起動モードを設定してもよい。
【００７６】
　なお、本発明の技術的範囲は上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣
旨を逸脱しない範囲において、上述した実施形態に種々の変更を加えたものを含む。すな
わち、上述した実施形態はほんの一例に過ぎず、適宜変更が可能である。
【符号の説明】
【００７７】
１０　車両制御装置
１１　外界センサ
１２　車両状態センサ
１３　料金収受車載機（車載通信機）
１９　報知装置（報知手段、モード報知手段）
２２　現在位置検出部（現在位置取得手段）
２３　道路情報取得部（道路情報取得手段）
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２５　走行判定部（走行判定手段）
２６　走行路判定部（走行路判定手段）
２７　モード設定部（モード設定手段、起動要件判定手段）
２８　車両制御部（報知手段、モード報知手段）

【図１】 【図２】
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【図３】
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